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し
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送
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。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
大
使
公
邸
に
勤
務
す
る
公
邸
料
理
人
の
給
与
に
対
す
る
予
算
補
助
に
関
す
る
再
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
二
二
号
）
一
に
つ
い
て
及
び

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
一
月
六
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
六
〇
号
）
三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
公
的
会
食
業
務
の
回
数
及
び
そ
れ
に
要
し
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
と
し
て
取
り
ま
と
め
た

デ
ー
タ
は
存
在
せ
ず
、
百
八
の
在
外
公
館
の
関
連
書
類
を
精
査
す
る
作
業
は
膨
大
と
な
る
こ
と
か
ら
も
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
お
答
え
し
た
の
は
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
規
定
に
従
い
、
ま
た
、

平
成
十
六
年
八
月
及
び
平
成
十
八
年
六
月
の
衆
議
院
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
け
る
質
問
主
意
書
制
度
に
関
す
る
合
意

等
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

公
的
会
食
業
務
は
、
様
々
な
働
き
か
け
や
情
報
収
集
等
の
観
点
か
ら
、
我
が
国
の
外
交
活
動
の
一
環
と
し
て
重
要
な
意
義

を
有
し
て
お
り
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
一
月
六
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
六
〇
号
）
三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て
で

一



お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

財
務
省
と
し
て
は
、
公
的
会
食
業
務
は
、
我
が
国
の
外
交
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
た
め
の

予
算
措
置
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二


